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前文 

わたしたちのまち福島町は、北海道漁業のさきがけとして拓かれた津軽海峡

(うみ)と大千軒岳がそびえ立つ四季折々の自然に恵まれたまちです。 

わたしたちは、先人から受け継いだ豊かな自然や産業、培われてきた歴史と

文化を誇りとして未来を担う子どもたちへと引き継ぎ、今まで以上に「住んで

いてよかつた」、「これからも住み続けたい」と思えるまちづくりをめざしま

す。 

ここに、わたしたちは町民憲章の持つ精神に立つてまちづくりを進めていく

ことを誓い、町民、議会、行政がそれぞれの役割を自覚し、世代を越えて互い

に力を合わせ自らの創意工夫により住民自治を確立するために、この条例を制

定します。 

第１章 総則 

(目的) 

第１条 この条例は、福島町のまちづくりに関する基本的事項を定めるととも

に、町民の権利と責務及び議会と行政の役割と責務を明らかにし、町民自ら

がまちづくりに参画し協働することによつて住民自治の実現を図ることを目

的とします。 

(用語の意味) 

第２条 この条例で使われている用語の意味は、次のとおりとします。 

(１) 町民 町内に居住する人、町内で働く人、町内で学ぶ人、町内で活動

を行う団体及び町内の企業市民をいいます。 

(２) 町 執行機関及び議会をいいます。 

(３) まちづくり 前文に掲げた理念に基づき、「住んでいてよかつた、こ

れからも住み続けたいと思うまち」を実現することをいいます。 

(まちづくりの目標) 

第３条 わたしたち町民は、町民憲章を基に、次のとおりまちづくりの目標を

定めます。 

(１) 健康で、たがいに尊重し、楽しい家庭をつくります。 



(２) きまりを守り、助け合い、明るいまちをつくります。 

(３) 自然を愛し、環境をととのえ、美しいまちをつくります。 

(４) 知性を高め、文化を育て、学びあうまちをつくります。 

(５) 生産の工夫をし、元気に働き、豊かなまちをつくります。 

第２章 町民の参画及び協働 

(町民の役割と基本姿勢) 

第４条 町民は、まちづくりの主体として、自ら考え行動し、住みよい地域づ

くりに努めます。 

２ 町民は、まちづくりの主体であることを認識し、総合的な視点に立ち、ま

ちづくりの活動において自らの発言と行動に責任を持つように努めます。 

３ 町民は、お互いを尊重し合い、協力し合うとともに、町との連携協力によ

るまちづくりを推進するように努めます。 

(町民の権利) 

第５条 町民は、町の保有する情報について知る権利を有するとともに、自主

的な活動に取り組み、かつ、町政に参加する権利を有します。 

２ 町民は、まちづくり活動への参加又は不参加を理由として不利益な扱いを

受けません。 

(満18歳未満の町民の権利) 

第６条 満18歳未満の青少年及び子どもは、次世代の担い手として、それぞれ

の年齢にふさわしいまちづくりに参加する権利を有します。 

(参画及び協働) 

第７条 町民は、まちづくりや町の重要な施策及び計画の策定に関する提言又

は提案を行うことができます。 

２ 町民と町は、協働のまちづくりを推進するに当たつては、目的意識の共有

に努めます。 

(参画機会の保障) 

第８条 町は、町政の基本的な事項を定める計画や条例の立案等の検討過程に

おいて、広く町民が参画する機会を保障し、協働のまちづくりを積極的に推

進します。 

(委員の公募) 

第９条 執行機関は、審議会等の委員の選任に当たつては、公募の委員を加え

るように努めます。 

(パブリック・コメント―町民の意見表明―) 

第10条 町は、町民生活に重要な計画等の策定に当たり、町民の意見を反映さ

せるため、案の内容等を公表し、町民の意見を聞くとともに、提出された町

民の意見に対する町の考え方を公表します。 

(コミュニティ活動の推進) 

第11条 町は、まちづくりに自主的、自立的に取り組んでいる町民のコミュニ

ティが自治の推進に大きな役割を果たすことを認識し、その活動を尊重しま

す。 

２ 町は、コミュニティの自主性、自立性に配慮しながら、コミュニティ活動

の推進に必要な地域情報の提供その他の支援に努めます。 

３ 町民は、コミュニティの活動を推進していくため、互いに情報提供を行い、



活動に参加するように努めます。 

第３章 議会 

(議会の役割と責務) 

第12条 議会は、町民の代表機関であることを自覚し、民意の把握、さらには、

議会への町民参加を推進し、町民に分かりやすい、開かれた議会をめざしま

す。 

２ 議会は、議員相互の自由討議により議論を尽くし、議決に当たつては意思

決定の過程及びその妥当性を町民に明らかにします。 

３ 議会は、豊かなまちづくりの実現をめざし、町民が実感できる政策の提言・

提案に努めます。 

４ 第1項から前項までに規定するもののほか、本条に関し必要な事項は、福島

町議会基本条例(平成21年福島町条例第11号)に定めるところによります。 

(議員の責務) 

第13条 議員は、この条例の理念を遵守し、町民の信託に対する自らの責任を

誠実に果たします。 

第４章 町長等 

(町長の責務) 

第14条 町長は、町民の信託にこたえるために、公正かつ誠実に町政の執行に

当たり、町民に対する自らの政治責任を果たします。 

２ 町長は、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推

進に努めます。 

(就任時の宣誓) 

第15条 町長は、就任に当たつては、日本国憲法により保障された地方自治の

一層の充実をめざし、この条例の理念を実現するために、福島町の代表者と

して公正かつ誠実に職務を遂行することを宣誓します。 

２ 前項の規定は、副町長及び教育長の就任について準用します。 

(執行機関の責務) 

第16条 執行機関は、その権限と責任において、公正かつ誠実に事務の執行に

当たります。 

２ 執行機関は、町民の意思を反映するまちづくりを進めるため、情報の共有

と町民参加を図り、連携協力して事務の執行に努めます。 

(町職員の責務) 

第17条 町職員は、常に町民が主権者であることを認識し、全体の奉仕者とし

て、この条例の理念を実現するために、全力を挙げてまちづくりの推進に努

めます。 

２ 町職員は、まちづくりに必要な知識の取得、技能の向上に努めます。 

３ 町職員は、自らも地域の一員であることを自覚して、町民の信頼の獲得に

努めます。 

第５章 町政運営 

(総合計画) 

第18条 町長は、この条例の目的及び目標に基づくまちづくりの具体化のため、

基本構想、基本計画及び実施計画から構成される総合計画(以下「総合計画」

という。)を策定します。 



２ 総合計画は、社会経済状況の変化及び新たな行政需要に対応できるよう常

に検討を加え柔軟に見直しを行います。 

３ 町長は、総合計画に基づく事業の進行状況を管理し、その状況を公表しま

す。 

(財政運営) 

第19条 執行機関は、総合計画、行政改革に関する計画及び行政評価を踏まえ

た財政計画を策定し、健全で持続可能な財政運営を行うとともに、財政状況

を分かりやすく公表します。 

(行政改革・行政評価) 

第20条 執行機関は、行政運営のあり方を見直すため行政改革に関する計画を

策定し、行政改革を進めます。 

２ 執行機関は、行政活動を点検し改善を図るため行政評価を行い、効率的か

つ効果的な行政運営に努めます。 

(組織・機構) 

第21条 町の組織は、町民に分かりやすく機能的なものであると同時に、相互

の連携が保たれるよう柔軟に編成し、円滑な行政運営を進めます。 

(災害などへの対処) 

第22条 町は、災害などの不測の事態から町民の生命と財産、生活の安全を守

るように努めます。 

２ 町民は、自ら災害などに備え、緊急時には地域で相互に助け合います。 

(住民投票) 

第23条 町長は、まちづくりに関する重要課題(以下「重要課題」という。)に

ついて、直接、町民の意思を確認するため、住民投票を実施することができ

ます。 

２ 町民は、重要課題について、選挙権を有する者の4分の1以上の連署により、

町長に住民投票を請求することができます。 

３ 住民投票の実施に関し必要な事項は、それぞれの事案に応じ、別に条例で

定めます。 

４ 町民及び町長と議会は、住民投票の結果を尊重します。 

第６章 情報共有 

(情報共有の原則) 

第24条 町民と町は、まちづくりの目標を実現するために必要な情報を共有し

ます。 

(情報提供) 

第25条 町は、福島町情報公開条例(平成12年福島町条例第1号)で定めるところ

により、町民に対し町の保有する情報を公開するとともに、分かりやすく提

供します。 

２ 町は、まちづくりに関する情報を収集し、速やかに提供できるよう整理、

保存に努めます。 

(説明責任) 

第26条 町は、施策の立案から実施、評価に至るまで、その経過や内容、目標

の達成状況等を町民に分かりやすく説明します。 

(応答責任) 



第27条 町は、町民のまちづくりに関する意見及び要望、苦情に対し迅速かつ

誠実に応答します。 

(個人情報の保護) 

第28条 町は、個人の権利及び利益が侵害されることのないように、福島町個

人情報保護条例(平成12年福島町条例第2号)で定めるところにより、町の保有

する個人情報を保護します。 

第７章 連携 

(様々な人たちとの交流) 

第29条 町民及び町は、様々な活動や交流を通じて、福島町出身者をはじめと

した町外の人々の知恵や意見をまちづくりに活用するように努めます。 

(広域的な連携) 

第30条 町は、近隣自治体との広域連携や国、北海道、その他の機関と連携を

図りながら、まちづくりを推進します。 

第８章 条例の位置付け等 

(この条例の位置付け) 

第31条 この条例は、まちづくりの基本原則であり、町民及び町は、この条例

の趣旨を最大限に尊重してまちづくりを進めます。 

２ 町は、他の条例、規則等の制定改廃に当たつては、この条例の趣旨を最大

限に尊重します。 

(条例の検討及び見直し) 

第32条 町は、この条例の内容について、施行後4年を超えない期間ごとに検討

を加え、その結果に基づいて見直しを行います。 

２ 前項の検討及び見直しは、福島町総合計画審議会において行います。 

附 則 

この条例は、平成21年4月1日から施行します。 

附 則(平成31年3月8日条例第3号) 

(施行期日) 

１ この条例は、平成31年4月1日から施行する。 

(福島町まちづくり推進会議条例の廃止) 

２ 福島町まちづくり推進会議条例(平成21年福島町条例第8号)は、廃止する。 

附 則(令和4年3月8日条例第3号) 

この条例は、令和4年4月1日から施行する。 

 


